
若者定住応援プログラム交付金事業 

この事業は、新規学卒者及びＵ・Ｉターン者への生活支援を行うことで、本町における若者の定住の促進を図ることを目的とします。 

•本町に住所を有し、新規に中学・高校・大学等を卒業した日から１
年以内に就職した方 

新規学卒者 

•本町から町外に転出し、再び本町に転入した４０歳以下の方で、転
入の日から１年以内に就職した方 

Ｕターン者 

•本町を出身地としない方で、本町に転入した４０歳以下の方で、転
入の日から１年以内に就職した方 

Ｉターン者 

若者を応援 

•１０万円の生活支援！ 

•夫婦で定住の場合は３０万円！！ 

更に支援！ 
•Ｕ・Ｉターン者も安心！住宅家賃支援 

事業所にも 

•社員のスキルアップのため、人材育成
費を支援 

•対象者で本町に住所を有し、本町及び他の
市町村の事業所に正社員として就職し、雇用
期間が３月を経過した方  

定住促進支援交付金 

•上記の該当者で、賃貸住宅に入居している方 定住住宅費支援交付金 

 

•上記の該当者を雇用した町内事業所 人材育成交付金 

一人一回限り、商品券と現金を半額ずつ交付し、
生活支援を行います。（住民票、事業所からの雇
用証明等を提出していただきます。） 
 

賃貸住宅の賃貸料の１／２（２万円を限度）を1
年間支援します。 
（契約書・領収書等の写しを提出していただきま
す。） 

該当者を雇用した事業所に一人あたり１0万円を
人材育成費として交付します。 
       

（実施期間：平成26年度～平成28年度） 

対象者 ３つの応援 

具体的なプログラム 

お問い合わせ先：南会津町商工観光課 ℡０２４１－６２－６２００ 



若者定住応援プログラム交付金事業 商品券等交付対象者分類シート 

４０歳以下で南会津町に住所があり、生活している。（住民登録し生活実態がある。） 

公務員、農業協同組合職員、社会福祉協議会職員ではない。 

南会津町外で生活していて、平成26年3月1日以降、南会津町へ転入した。 

転入時の年齢は４０歳以下である。 

地元の中学、高校や町外の大学等を卒業し
てから１年以内に正社員として就職した。 

南会津町に転入してから１年以内に正社
員として就職した。（転勤者除く） 

南会津町出身である。 
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